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（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分

改 正 後 改 正 前

別表 別表

１ 基本夜間対応型訪問介護費（１月につき） 1,025単位 １ 基本夜間対応型訪問介護費（１月につき） 1,013単位

注 （略） 注 （略）

２ 定期巡回サービス費（１回につき） 386単位 ２ 定期巡回サービス費（１回につき） 379単位

注 （略） 注 （略）

３ 随時訪問サービス費 （１回につき） 588単位 ３ 随時訪問サービス費 （１回につき） 578単位(Ⅰ) (Ⅰ)

注 （略） 注 （略）

４ 随時訪問サービス費 （１回につき） 792単位 ４ 随時訪問サービス費 （１回につき） 778単位(Ⅱ) (Ⅱ)

注 （略） 注 （略）

イ～ニ （略） イ～ニ （略）


